
〇 母子父子寡婦福祉貸付金（就学支度資金・修学資金）【母子・父子・寡婦家庭の方】 

概 要：母子・父子・寡婦家庭の方が、①就学するために必要な受験料、被服費等に必要 

な資金に充てる資金として、無利子・59 万円以内（私立大学の場合）、②大学等     

に就学するための授業料、書籍代、交通費、生活費等に必要な資金に充てる資金 

として、無利子・月 14.6 万円以内（大学で自宅外通学の場合）で貸付を受けら 

れる制度です。 

申込時期：随時 

問 合 先：お住まいの都道府県・指定都市・中核市の福祉事務所等のひとり親世帯関係

施策担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


